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２ 道路に面する地域の騒音調査 

「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年 9 月 30 日環境庁告示第 64 号）により、騒音レ

ベルの指標が変更されるとともに、その評価方法についても従来の「その地域を代表すると思わ

れる地点、あるいは問題を生じやすいと思われる地点における達成地点の数あるいは割合を評価

する」（点的評価）から、「原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち環境

基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価する」（面的評価）を

原則とすることとされました。 

令和 5 年度は、一般国道 1 号の宮島地先と市道田子浦伝法線の蓼原地先など市内 6 路線 7 測定

点において道路騒音等の測定を実施し（図-2、表-4）、7 路線 39.3km について、環境省が配布

する面的評価支援システムを使用して評価を行いました（表-5）。 

令和 5 年度の調査結果を評価区間の住居等戸数で見ると、環境基準達成率は、昼・夜とも達成

：91.2％、昼のみ達成：4.5％、夜のみ達成：0.8％、昼・夜とも未達成：3.5％でした。一般国

道 1 号の環境基準達成率(昼・夜とも)が 45.4％と低い理由は、交通量が多く大型車の混入率が

高いため、昼間も夜間も騒音レベルが高いことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

図-2 令和 5 年度道路交通騒音測定地点 
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